
京 都 大 学 宇 治 地 区 先 端 イ ノ ベ ー シ ョ ン 拠 点 施 設 規 程 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

（前 略） 

（開館日） 

第５条 

 (1) 

 (2)   （略） 

 (3) 

 (4) 

 

 （中 略） 

（開館時間） 

第６条 拠点施設の開館時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までと

する。 

 （中 略） 

 

 

 

別表 

施設使用料 

区分 使用料（円） 

実験室 2,100 

研究室 

（後 略） 

 

 

（開館日） 

第５条 

 (1) 

 (2)   （同 左） 

 (3) 

 (4) 

 (5) ８月第３週の月曜日、火曜日及び水曜日（夏季一斉休業日） 

 

（開館時間） 

第６条 拠点施設の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。 

 

 

附 則 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

別表 

施設使用料 

区分 使用料（円） 

実験室 2,160 

研究室 

 

 

 


